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報
告
二

偽
情
報
に
ど
う
向
き
合
う
か 

―
―
憲
法
・
メ
デ
ィ
ア
法
の
視
点
か
ら
―
―

水
谷
瑛
嗣
郎

1
．
導
入
―
―
偽
情
報
と
法
規
制

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
偽
情
報
の
拡
散
に
対
処
す
る
法
制
度

は
、
近
年
に
な
っ
て
各
国
で
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
に
よ

る
偽
情
報
対
策
行
動
規
範
（T

he 2022 Code of Practice on 
D

isinform
ation

）
及
び
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
法
は
そ
の
典
型

例
と
い
え
る
。
前
者
は
、
二
〇
一
八
年
に
策
定
さ
れ
、
オ
ン
ラ

イ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｐ
Ｆ
）
事
業
者
を
は
じ
め
と
す

る
各
事
業
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
得
た
行
動
規
範
を
、
欧
州

委
員
会
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
従
っ
て
強
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
偽

情
報
の
発
信
者
や
事
業
者
を
直
接
的
に
規
制
、
処
罰
す
る
も
の

で
は
な
く
、
署
名
し
た
事
業
者
に
対
し
て
、
偽
情
報
の
デ
マ
ネ

タ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
政
治
広
告
の
透
明
性
確
保
、
ユ
ー
ザ
ー
・

エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
組
織
の
強
化
と
い

っ
た
各
種
対
策
を
要
請
し
て
い
る
。
加
え
て
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー

ビ
ス
法
の
制
定
に
よ
り
、
超
巨
大
オ
ン
ラ
イ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
（
Ｖ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
）
事
業
者
に
指
定
さ
れ
て
い
る
事
業
者
に

と
っ
て
は
、
同
法
四
五
条
の
共
同
規
制
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
も

と
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る）

1
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
憲
法
修
正
一
条
に
基
づ
く
表
現
の
自
由
の

重
視
と
通
信
品
位
法
二
三
〇
条
に
よ
る
免
責
規
定
の
存
在
が
障

壁
と
な
り
、
基
本
的
に
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
偽
情
報
対
策
の
法
規

制
は
存
在
し
て
い
な
い）

2
（

。
た
だ
し
、
州
レ
ベ
ル
で
は
規
制
が
試

み
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
二
四
年
九
月
に
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
の
ギ
ャ
ビ
ン
・
ニ
ュ
ー
サ
ム
知
事
に
よ
っ
て
、
選
挙
時

に
お
け
る
三
つ
の
デ
ィ
ー
プ
フ
ェ
イ
ク
規
制
法
が
署
名
さ
れ
た
。
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そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
るA

B2655

は
、
選
挙
期
間
中
に
巨
大

Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
対
し
て
、
選
挙
関
連
の
「
実
質
的
に
欺
瞞
的
な

コ
ン
テ
ン
ツ
（m

aterially deceptive content

）」
を
特
定
し
、

削
除
（
§20513
（a

））
ま
た
は
ラ
ベ
リ
ン
グ
す
る
（
§20514

（a

））

義
務
を
設
け
て
い
る
。
ま
た
同
法
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州 

在
住
の
ユ
ー
ザ
ー
に
対
し
て
、
削
除
ま
た
は
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ 

れ
る
べ
き
コ
ン
テ
ン
ツ
を
通
報
す
る
た
め
の
「
容
易
に
ア
ク
セ

ス
可
能
な
手
段
を
提
供
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

（
§20515

（a

））。
も
う
一
つ
のA

B2839

は
、「
個
人
、
委
員 

会
ま
た
は
そ
の
他
の
団
体
」
に
対
し
て
、「
悪
意
を
持
ち
、
ま

た
は
故
意
に
」、
例
え
ば
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
連
邦
・
州
・

地
方
公
職
者
候
補
が
実
際
に
発
言
し
て
い
な
い
内
容
を
発
言
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
た
「
実
質
的
に
欺
瞞
的
な
コ
ン

テ
ン
ツ
を
含
ん
だ
広
告
ま
た
は
そ
の
他
の
選
挙
運
動
用
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
配
信
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
（
§20012 

（b

）（1 

））。
こ
のA

B2839

に
関
し
て
は
、
連
邦
地
裁
に
予
備

的
差
止
め
請
求
（prelim

inary injunction

）
が
な
さ
れ
、
連

邦
地
裁
が
同
法
は
修
正
一
条
違
反
の
可
能
性
が
高
い
と
し
て
、

差
止
を
認
め
て
い
る）

3
（

。

　

他
方
で
、
ア
ジ
ア
圏
に
目
を
向
け
れ
ば
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お

い
て
、
二
〇
一
九
年
に
「
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
虚
偽
情
報
及
び
操

作
か
ら
の
保
護
法
（Protection from

 O
nline Falsehoods 

and M
anipulation A

ct, PO
FM

A

）」
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法

は
、
安
全
保
障
を
損
な
わ
せ
る
、
公
衆
衛
生
を
損
な
わ
せ
る
、

各
種
選
挙
の
結
果
に
影
響
を
与
え
る
等
の
可
能
性
が
あ
る
虚
偽

事
実
の
発
信
を
禁
止
（
七
条
一
項
）
し
て
お
り
、
さ
ら
に

Facebook

やT
w

itter

な
ど
の
Ｐ
Ｆ
事
業
者
を
、「
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
仲
介
事
業
者
（the internet interm

ediary

）」
と

位
置
づ
け
、
虚
偽
事
実
が
流
通
し
て
い
た
場
合
に
は
事
業
者
に

対
し
て
特
定
是
正
命
令
（T

argeted Correction D
irection

）

等
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
二
一
条
一
項）

4
（

）。
さ
ら
に
、
Ｐ
Ｆ
事

業
者
に
対
し
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
政
治
広
告
の
透
明
性
、
信
頼

で
き
る
オ
ン
ラ
イ
ン
情
報
源
の
優
先
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ア
カ
ウ
ン

ト
の
悪
用
防
止
お
よ
び
対
策
に
関
す
る
三
つ
の
行
動
規
範
が
策

定
さ
れ
て
い
る）

5
（

。
た
だ
し
、
司
法
救
済
の
不
十
分
さ
等
の
理
由

に
よ
っ
て
、
当
該
法
律
は
、
法
の
支
配
の
原
則
を
解
体
し
て
し

ま
う
と
の
指
摘
も
あ
る）

6
（

。

2
．
虚
偽
と
表
現
の
自
由

　

こ
の
よ
う
に
各
国
で
は
偽
情
報
に
対
す
る
対
応
を
進
め
る
一

方
で
、
表
現
の
自
由
と
の
衝
突
が
問
題
と
な
る
。
翻
っ
て
日
本

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
虚
偽
の
言
論
に
も
、
表
現
の
自
由
に
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お
け
る
一
定
程
度
の
保
護
が
付
与
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
最

高
裁
は
、
虚
偽
の
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
に
つ
い
て
、

「
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
な
い
場
合
で
も
、
行
為

者
が
そ
の
事
実
を
真
実
で
あ
る
と
誤
信
し
、
そ
の
誤
信
し
た
こ

と
に
つ
い
て
、
確
実
な
資
料
、
根
拠
に
照
ら
し
相
当
の
理
由
が

あ
る
と
き
は
、
犯
罪
の
故
意
が
な
く
、
名
誉
毀
損
の
罪
は
成
立

し
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る）

7
（

。
加
え
て
、
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
事

件
に
お
け
る
谷
口
裁
判
官
の
意
見
で
は
、「
誤
つ
た
言
論
に
も
、

自
由
な
討
論
に
有
益
な
も
の
と
し
て
積
極
的
に
是
認
し
う
る
面

が
あ
り
、
真
実
に
反
す
る
言
論
に
も
、
そ
れ
を
保
護
し
、
そ
れ

を
表
現
さ
せ
る
自
由
を
保
障
す
る
必
要
性
・
有
益
性
の
あ
る
こ

と
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る）

8
（

。

　

虚
偽
の
言
論
が
憲
法
上
、
一
定
程
度
の
保
護
を
受
け
る
の
に

は
い
く
つ
か
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
消
極
的
な
理
由
と
し
て
は
、

こ
う
し
た
虚
偽
の
言
論
を
保
護
せ
ず
、
違
法
化
し
て
し
ま
う
こ

と
に
よ
り
、
自
由
な
表
現
活
動
に
対
す
る
萎
縮
効
果
が
生
じ
る

可
能
性
を
除
去
す
る
た
め
、
さ
ら
に
虚
偽
の
言
論
を
取
り
締
ま

る
法
規
制
が
政
府
に
よ
っ
て
（
例
え
ば
反
政
府
的
発
言
の
恣
意
的

な
摘
発
に
利
用
さ
れ
る
等
）
濫
用
さ
れ
る
可
能
性
を
警
戒
し
た

も
の
と
言
え
る
。
他
方
で
、
よ
り
積
極
的
理
由
と
し
て
は
、
い

わ
ゆ
る
思
想
の
自
由
市
場
の
中
で
虚
偽
の
言
論
が
是
正
さ
れ
て

い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
有
用
性
が
あ
る
た
め
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
現
行
法
上
、
偽
情
報
が
違
法
と
さ
れ
る
場
合
が

あ
る
。
例
え
ば
、
偽
情
報
に
よ
る
権
利
侵
害
に
つ
い
て
は
、
虚

偽
の
事
実
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
、
な
り
す
ま
し
に
よ
る
肖
像

権
侵
害
等
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
外
の
違
法
な

偽
情
報
と
し
て
、
偽
計
業
務
妨
害
罪
（
刑
法
二
三
三
条
）、
虚
偽

事
項
公
表
罪
（
公
職
選
挙
法
二
三
五
条
二
項
）
な
ど
の
規
制
が
存

在
し
て
い
る
。
問
題
は
、
こ
う
し
た
権
利
侵
害
及
び
違
法
な
偽

情
報
に
該
当
し
え
な
い
も
の
の
、
何
ら
か
の
有
害
性
を
含
む
偽

情
報
、
例
え
ば
虚
偽
事
項
を
含
む
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
、
公
衆
衛

生
を
害
す
る
よ
う
な
虚
偽
の
医
療
情
報
等
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
に
対
応
す
べ
き
か
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
点
、
総
務
省
に
設
置
さ
れ
た
「
デ
ジ
タ
ル
空
間
に
お
け

る
情
報
流
通
の
健
全
性
確
保
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
の

「
と
り
ま
と
め
」（
令
和
六
年
九
月
）
で
は
、
偽
情
報
に
対
す
る

い
く
つ
か
の
対
策
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
情
報
流
通
の

健
全
性
確
保
に
向
け
た
基
本
的
な
考
え
方
」（
第
五
章
）
と
し

て
、「
表
現
の
自
由
と
知
る
権
利
の
実
質
的
保
障
及
び
こ
れ
ら

を
通
じ
た
法
の
支
配
と
民
主
主
義
の
実
現
」、「
安
心
か
つ
安
全
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で
信
頼
で
き
る
情
報
流
通
空
間
と
し
て
の
デ
ジ
タ
ル
空
間
の
実

現
」、「
国
内
外
の
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
よ
る
国
際
的

か
つ
安
定
的
で
継
続
的
な
連
携
・
協
力
」
と
い
う
三
つ
の
高
次

の
基
本
理
念
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
く
情
報
の
発
信
・
伝

送
・
受
信
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
基
本
理
念
が
設
定
さ
れ
た
。
そ

の
う
え
で
、
政
府
や
地
方
公
共
団
体
、
伝
統
メ
デ
ィ
ア
、
フ
ァ

ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
組
織
、
情
報
伝
送
Ｐ
Ｆ
事
業
者
な
ど
の
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
に
そ
れ
ぞ
れ
求
め
ら
れ
る
役
割
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
と
り
ま
と
め
」
で
は
、
特
に
情
報
伝
送
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
対

し
て
は
、
制
度
的
対
応
も
検
討
さ
れ
て
い
る
（
第
七
章
）。
ま

ず
対
応
す
べ
き
偽
・
誤
情
報
に
つ
い
て
は
、
①
「
検
証
可
能
な

誤
り
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
」、
②
「
当
該
情
報
そ
の
も
の
が

有
す
る
権
利
侵
害
性
そ
の
他
の
違
法
性
や
客
観
的
な
有
害
性

（
及
び
そ
の
明
白
性
）」・「
当
該
情
報
が
流
通
・
拡
散
す
る
こ
と

に
よ
る
社
会
的
影
響
の
重
大
性
（
及
び
そ
の
明
白
性
）」・「
誤
り

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
検
証
の
容
易
性
（
誤
り
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
明
白
性
）」
と
い
う
「
各
要
素
の
有
無
・

軽
重
に
照
ら
し
、
具
体
的
な
方
策
と
の
関
係
で
比
例
性
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
」
が
範
囲
と
さ
れ
た
。

　

そ
の
う
え
で
、
偽
・
誤
情
報
を
、
❶
「
他
人
の
権
利
を
侵
害

す
る
違
法
な
偽
・
誤
情
報
」、
❷
「
行
政
法
規
に
抵
触
す
る
違

法
な
偽
・
誤
情
報
」、
❸
「
権
利
侵
害
性
そ
の
他
の
違
法
性
は

な
い
が
有
害
性
や
社
会
的
影
響
の
重
大
性
が
大
き
い
偽
・
誤
情

報
」
に
区
分
し
、
❸
に
つ
い
て
は
、
表
現
の
自
由
と
の
バ
ラ
ン

ス
か
ら
、
政
府
に
よ
る
削
除
要
請
等
は
設
け
ら
れ
ず
、「
影
響

評
価
・
軽
減
措
置
の
確
実
な
実
施
を
求
め
る
枠
組
み
の
活
用
を

含
め
、
情
報
伝
送
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
る
取
組
を
促
す
観
点
が
重

要
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
い
う
影
響
評
価
・
軽
減
措
置
と
は
、「
将
来
に
わ
た

る
社
会
的
影
響
を
事
前
に
予
測
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、

影
響
を
軽
減
す
る
た
め
の
措
置
（
サ
ー
ビ
ス
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の

変
更
、
利
用
規
約
等
の
変
更
、
コ
ン
テ
ン
ツ
モ
デ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
方

法
・
プ
ロ
セ
ス
の
変
更
、
レ
コ
メ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
機
能
の
変
更
等
を

通
じ
た
措
置
）」
を
指
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
影
響
評
価
・
軽

減
措
置
の
た
め
に
重
要
と
な
る
の
が
、
そ
の
評
価
の
た
め
の
指

針
な
ど
を
設
定
す
る
た
め
の
民
産
学
官
に
よ
る
マ
ル
チ
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
「
と
り

ま
と
め
」
で
は
、「
国
内
外
の
民
産
学
官
の
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
が
相
互
に
連
携
・
協
力
し
な
が
ら
安
定
的
か
つ
継
続

的
に
議
論
・
検
討
す
る
枠
組
み
に
つ
い
て
、
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
の
設
置
に
関
す
る
制
度

整
備
も
含
め
、
具
体
化
を
進
め
る
こ
と
が
適
当
」
と
さ
れ
た
。
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3
．
偽
情
報
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
法

　

前
記
の
「
と
り
ま
と
め
」
と
も
関
連
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

オ
ン
ラ
イ
ン
上
、
特
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
偽
情

報
拡
散
に
対
し
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
運
営
す
る
Ｐ
Ｆ

事
業
者
も
、
自
主
的
に
定
め
た
ポ
リ
シ
ー
に
基
づ
き
、
ユ
ー
ザ

ー
生
成
コ
ン
テ
ン
ツ
を
監
視
し
、
違
反
コ
ン
テ
ン
ツ
を
削
除
す

る
、
い
わ
ゆ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
・
モ
デ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る

仕
組
み
に
よ
っ
て
対
処
し
て
い
る）

9
（

。

　

例
え
ばM

eta

は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
規
定
に
お
い
て
、
削
除
対

応
す
べ
き
「
偽
情
報
」
と
し
て
、「
人
々
に
対
す
る
差
し
迫
っ

た
暴
力
ま
た
は
実
際
の
危
害
の
リ
ス
ク
に
直
接
つ
な
が
る
可
能

性
が
高
い
と
、
専
門
家
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
判
断
し
た
偽
情
報
お

よ
び
検
証
で
き
な
い
噂
」、「
公
衆
衛
生
と
安
全
に
対
す
る
差
し

迫
っ
た
危
害
に
直
接
的
な
害
を
も
た
ら
す
可
能
性
の
高
い
健
康

誤
情
報
」、
選
挙
や
国
勢
調
査
の
よ
う
な
「
プ
ロ
セ
ス
に
人
々

が
参
加
す
る
能
力
を
妨
害
す
る
リ
ス
ク
に
直
接
つ
な
が
る
可
能

性
が
高
い
偽
情
報
」
を
削
除
対
象
と
し
て
定
め
て
い
る
他
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
規
定
に
違
反
し
て
い
な
く
て
も
、
コ
ン
テ
ン

ツ
が
、
重
要
な
公
共
性
を
持
つ
事
柄
に
関
し
て
著
し
い
誤
解
を

招
く
可
能
性
が
特
に
高
い
、
デ
ジ
タ
ル
で
作
成
ま
た
は
加
工
さ

れ
た
写
真
の
よ
う
に
リ
ア
ル
な
画
像
ま
た
は
動
画
、
ま
た
は
実

際
の
音
声
に
聞
こ
え
る
音
声
」
に
つ
い
て
は
、
情
報
ラ
ベ
ル
を

配
置
す
る
、
広
告
の
場
合
は
却
下
す
る
と
い
っ
た
措
置
を
と
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る）

10
（

。

　

他
方
、
Ｘ
（
旧T

w
itter

）
は
、
Ｘ
ル
ー
ル
の
中
で
、「
選
挙

や
そ
の
他
の
市
民
活
動
へ
の
参
加
方
法
に
つ
い
て
、
誤
っ
た
情

報
や
誤
解
を
招
く
情
報
」、「
選
挙
や
そ
の
他
の
市
民
活
動
に
参

加
し
な
い
よ
う
住
民
を
脅
迫
、
抑
圧
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
市

民
活
動
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
、
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
立

証
さ
れ
て
い
る
情
報
や
、
誤
解
を
招
く
情
報
を
流
布
す
る
こ

と
」
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
削
除
等
の
対
応
が
と
ら
れ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
―

19
に
関
し
て
も
「
明
ら
か
に

誤
っ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
、
誤
解
を
招
く
コ
ン
テ
ン
ツ
、
重
大
な
損

害
（
ウ
イ
ル
ス
へ
の
暴
露
を
増
や
す
、
公
衆
衛
生
シ
ス
テ
ム
に
悪

影
響
を
も
た
ら
す
、
な
ど
）
を
も
た
ら
す
可
能
性
の
あ
る
コ
ン

テ
ン
ツ
」
を
禁
止
し
て
い
る）

11
（

。
加
え
て
、「
信
頼
の
お
け
る
情

報
と
し
て
共
有
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
大
幅
な
改
ざ
ん
、
操

作
、
ね
つ
造
に
よ
り
、
そ
の
意
味
が
根
本
的
に
変
化
し
て
お
り
、

公
共
の
問
題
に
つ
い
て
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
混
乱
を
も
た
ら
し

た
り
、
公
共
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
、
深
刻
な
損
害
を

も
た
ら
し
た
り
す
る
可
能
性
の
あ
る
」
メ
デ
ィ
ア
、
例
え
ば
実

在
の
人
物
を
描
写
し
て
い
る
も
の
の
、
Ａ
Ｉ
等
を
用
い
て
捏
造
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さ
れ
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
等
が
禁
止
さ
れ
て
い
る）

12
（

。
ま
た
Ｘ
の
特

徴
の
一
つ
と
し
て
、「
誤
解
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
ポ
ス
ト
に
、

Ｘ
ユ
ー
ザ
ー
が
協
力
し
て
役
に
立
つ
ノ
ー
ト
を
追
加
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
で
、
よ
り
正
確
な
情
報
を
入
手
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
」
を
目
指
し
た
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ノ
ー
ト
」
と
呼

ば
れ
る
仕
組
み
が
挙
げ
ら
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ノ
ー
ト
は
、

資
格
条
件
を
ク
リ
ア
し
た
登
録
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
っ
て
Ｕ
Ｇ
Ｃ

（U
ser Generated Contents

）
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
・
ベ
ー
ス
の
対
応
措
置
で
あ
り
、
削
除
で
は
な
く
、
情
報

（
ノ
ー
ト
）
の
付
加
を
行
う
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
仕

組
み
で
は
、
単
な
る
多
数
決
に
よ
っ
て
ノ
ー
ト
を
評
価
す
る
の

で
は
な
く
、
視
点
の
多
様
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、「
過
去
の

評
価
に
お
い
て
、
評
価
が
相
違
す
る
こ
と
の
あ
っ
た
協
力
者
の

間
で
『
役
に
立
つ
』
と
い
う
評
価
が
一
致
す
る
こ
と
」
が
求
め

ら
れ
る）

13
（

。

　

Y
ouT

ube

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て

も
「
特
定
の
種
類
の
誤
解
を
招
く
コ
ン
テ
ン
ツ
ま
た
は
虚
偽
が

含
ま
れ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
で
、
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
可
能
性
の

あ
る
も
の
」
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
投
票
妨
害
や
候
補

者
の
適
格
性
な
ど
、「
自
由
か
つ
公
正
な
民
主
的
選
挙
に
関
連

す
る
特
定
の
種
類
の
コ
ン
テ
ン
ツ）

14
（

」
や
、
予
防
や
治
療
な
ど
、

「
特
定
の
健
康
状
態
や
物
質
に
関
し
て
地
域
の
公
衆
衛
生
機
関

（
Ｌ
Ｈ
Ａ
）
や
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
が
発
信
す
る
ガ
イ
ダ

ン
ス
と
矛
盾
す
る
情
報）

15
（

」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
、

動
画
ク
リ
エ
イ
タ
ー
に
対
し
て
、「
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
視

聴
者
が
常
に
正
し
い
情
報
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
コ
ン
テ
ン
ツ
が

実
物
の
よ
う
に
見
え
る
場
合
は
、
意
味
あ
る
改
変
や
合
成
に
よ

っ
て
作
成
さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
こ
と
を
開
示
す
る
」
こ

と
を
求
め
て
い
る）

16
（

。

　

最
後
に
、
特
に
一
〇
代
を
中
心
と
し
た
若
い
世
代
に
人
気
を

博
し
て
い
るT

ikT
ok

も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

「
誠
実
性
と
信
頼
性
」
ポ
リ
シ
ー
の
一
環
で
、「
誤
情
報
」
と

「
陰
謀
論
」
を
禁
止
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
公
共
の
安
全
に
危

険
を
及
ぼ
し
た
り
、
危
機
的
状
況
ま
た
は
緊
急
事
態
に
お
い
て

パ
ニ
ッ
ク
を
引
き
起
こ
し
得
た
り
す
る
誤
情
報
」、「
ワ
ク
チ
ン

に
関
す
る
誤
解
を
招
く
発
言
…
…
な
ど
、
健
康
に
関
す
る
誤
情

報
」、「
確
立
し
た
科
学
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
阻
害
す
る
気
候
変

動
に
関
す
る
誤
情
報
」、「
個
人
を
名
指
し
し
て
攻
撃
す
る
、
陰

謀
論
」、「
暴
力
的
ま
た
は
ヘ
イ
ト
に
満
ち
た
陰
謀
論
」
は
禁
止

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
投
票
等
の
方
法
・
時
期
・
場
所
に
関
す

る
誤
情
報
、「
選
挙
そ
の
他
の
市
民
活
動
の
組
織
化
と
実
施
に

適
用
さ
れ
る
法
律
、
プ
ロ
セ
ス
、
お
よ
び
手
順
」
に
関
す
る
誤
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情
報
、「
選
挙
の
最
終
結
果
や
成
果
」
に
関
す
る
誤
情
報
と
い

っ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
が
禁
止
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
以

外
の
誤
情
報
・
陰
謀
論
に
つ
い
て
も
「
お
す
す
め
」
フ
ィ
ー
ド

の
対
象
外
措
置
が
と
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
Ａ
Ｉ
生
成
コ
ン
テ

ン
ツ
や
編
集
さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
は
、
ラ
ベ
ル
付
け

の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
他
、「
政
治
問
題
、
商
業
製
品
、
公
共

に
と
っ
て
重
要
な
問
題
に
関
与
す
る
立
場
に
あ
る
公
人
」
を
は

じ
め
と
す
る
公
人
を
対
象
と
し
た
誤
解
を
招
く
Ａ
Ｉ
生
成
コ
ン

テ
ン
ツ
等
や
、
自
然
災
害
・
紛
争
等
を
対
象
と
し
た
誤
解
を
招

く
Ａ
Ｉ
生
成
コ
ン
テ
ン
ツ
等
は
禁
止
さ
れ
て
い
る）

17
（

。

　

こ
う
し
た
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
・
モ
デ
レ
ー
シ

ョ
ン
は
相
当
程
度
、
大
規
模
に
及
ぶ
。
一
例
と
し
て
、

T
ikT

ok

は
、
二
〇
二
四
年
第
1
四
半
期
（
一
～
三
月
）
に
お

い
て
、
約
一
億
六
七
〇
〇
万
件
の
動
画
を
削
除
し
て
い
る
。
こ

の
う
ち
の
二
・
七
％
が
「
完
全
性
（
※
原
文
マ
マ
）
と
信
頼
性
」

ポ
リ
シ
ー
違
反
に
該
当
し
、
さ
ら
に
こ
の
う
ち
一
四
・
二
％
が

「
選
挙
関
連
情
報
の
信
頼
性
」、
二
六
・
一
％
が
「
誤
情
報
」、

一
二
％
が
「
合
成
メ
デ
ィ
ア
と
操
作
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
」
に
該

当
す
る
と
さ
れ
て
い
る）

18
（

。
そ
の
た
め
、
対
応
の
多
く
の
割
合
が
、

人
間
の
手
を
離
れ
て
自
動
化
さ
れ
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ミ
ッ
ク
に
処

理
さ
れ
て
い
る）

19
（

。

　

こ
の
よ
う
に
各
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
実
装
し
て
い
る
コ
ン
テ
ン

ツ
・
モ
デ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
組
み
は
、
各
国
の
法
規
制
と
連
動

し
つ
つ
も
、
独
自
の
体
系
を
構
築
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、

「
ユ
ー
ザ
ー
の
提
供
す
る
デ
ー
タ
を
採
取
・
収
集
・
蓄
積
・
占

有
・
採
掘
・
加
工
す
る
こ
と
を
通
じ
、
商
業
的
利
益
の
た
め
に

そ
れ
ら
を
利
用
し
て
収
益
化
を
図
る
、
価
値
の
捕
獲
の
た
め
の

装
置
と
し
て
重
要
な
推
進
的
役
割
」
を
果
た
し
て
お
り
、
生
ま

れ
な
が
ら
に
し
て
「
独
占
化
」
の
傾
向
を
有
す
る
（「
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
資
本
主
義
」）。
そ
し
て
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
資
本

主
義
に
は
、「
新
封
建
主
義
へ
と
向
か
う
運
動
法
則
が
内
包
さ

れ
て
い
る）

20
（

」。
そ
う
し
た
新
封
建
主
義
的
存
在
と
な
り
つ
つ
あ

る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

イ
ン
フ
ラ
に
お
い
て
も
「
新
た
な
統
治
者）

21
（

」
と
し
て
、
ま
さ
に

「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
法
」
を
構
築
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
る）

22
（

。

偽
情
報
対
策
も
ま
た
、
こ
う
し
た
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
法
」

の
存
在
を
抜
き
に
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

4
．
構
造
（
Ａ
Ｉ
）
×
人
間
―
―
「
ハ
イ
プ
・
マ
シ
ン
」
と
し

て
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア

　

加
え
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
偽
情
報
問
題
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン

環
境
を
形
成
し
て
い
る
「
構
造
」
的
な
問
題
で
も
あ
る
。
例
え
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ば
、
ユ
ー
ザ
ー
の
選
好
を
予
測
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
る
「
フ
ィ
ル
タ
ー
バ
ブ
ル
」
は
、
人
々
を
「
自
分
ル

ー
プ
」
に
陥
ら
せ
、
多
様
な
視
点
を
喪
失
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と

が
懸
念
さ
れ
て
い
る）

23
（

。
こ
う
し
た
「
バ
ブ
ル
」
を
形
成
す
る
た

め
に
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
ユ
ー
ザ
ー
を
「
監
視
」
し
、
デ
ー
タ

を
集
め
、
Ａ
Ｉ
を
介
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ユ
ー
ザ
ー

の
心
に
接
近
す
る
（「
監
視
資
本
主
義）

24
（

」）。

　

ま
た
私
た
ち
の
オ
ン
ラ
イ
ン
体
験
は
、
Ａ
Ｉ
を
は
じ
め
と
す

る
情
報
技
術
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
点
、
Ｍ
Ｉ
Ｔ
の
シ
ナ
ン
・
ア
ラ
ル
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
を
「
ハ
イ
プ
・
マ
シ
ン
」
と
呼

び
表
し
て
い
る
。
ア
ラ
ル
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
プ
・
マ
シ
ン
は
、

デ
ジ
タ
ル
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
ハ
イ
プ
・
ル
ー

プ
、
デ
バ
イ
ス
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
）
と
い
う
三
つ
の
要
素
で

構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
ハ
イ
プ
・
ル
ー
プ
は
、
レ

コ
メ
ン
ド
・
シ
ス
テ
ム
を
そ
の
典
型
と
す
る
よ
う
に
、
Ａ
Ｉ
と

人
間
の
相
互
作
用
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
情
報
流
通
が
決
定
づ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
概
念
で
あ
る
。
当
該
概
念
は
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す
る
ユ
ー
ザ
ー
（
人
間
）
と
、

構
造
に
埋
め
込
ま
れ
た
Ａ
Ｉ
の
関
係
性
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

Ａ
Ｉ
が
大
量
の
デ
ー
タ
か
ら
人
間
の
選
好
を
予
測
し
、
情
報
を

表
示
す
る
一
方
、
人
間
は
Ａ
Ｉ
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
情
報
に
何

ら
か
の
ア
ク
シ
ョ
ン
（e.g.

い
い
ね
！
ボ
タ
ン
を
押
す
、
シ
ェ
ア

す
る
、
ス
ル
ー
す
るetc.

）
を
起
こ
し
、
そ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

を
受
け
て
Ａ
Ｉ
は
さ
ら
に
精
度
を
高
め
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に

人
間
と
Ａ
Ｉ
は
、
ど
ち
ら
か
片
方
が
一
方
的
に
片
方
に
影
響
を

与
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
密
接
に
結
び
つ
い
た
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
・
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る）

25
（

。

　

加
え
て
、
こ
れ
ら
Ａ
Ｉ
を
含
め
た
Ｐ
Ｆ
上
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ

ャ
の
デ
ザ
イ
ン
（
設
計
）
や
コ
ン
テ
ン
ツ
生
成
・
発
信
プ
ロ
セ

ス
の
背
景
に
、
経
済
原
理
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
見

逃
せ
な
い
。
例
え
ば
、
ア
ラ
ル
も
ハ
イ
プ
・
マ
シ
ン
の
背
景
に
、

「
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
情
報
が
溢
れ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境
で
は
、
い
ま

や
稀
少
財
と
な
っ
た
私
た
ち
の
「
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
（
注
目
）」

を
奪
い
合
う
こ
と
に
注
力
し
、
Ｐ
Ｆ
や
コ
ン
テ
ン
ツ
に
対
す
る

ユ
ー
ザ
ー
の
「
粘
着
性
」
を
高
め
る
こ
と
に
注
力
す
る
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
が
加
速
し
つ
つ
あ
る）

26
（

。

　

こ
の
点
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
上
の
偽
情
報
の
発
信
ま
た

は
流
通
に
よ
っ
て
、
経
済
市
場
の
関
係
者
が
ど
の
よ
う
に
利
益

を
享
受
し
て
い
る
の
か
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
の
指
摘
も
あ
る
。
特
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
シ
ェ
イ
ピ
ン
グ
の
よ
う
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な
市
場
ベ
ー
ス
理
論
は
、
こ
う
し
た
偽
情
報
の
発
信
・
流
通
を

生
み
出
す
「
修
正
が
必
要
な
市
場
機
構
に
つ
い
て
、
よ
り
完
全

で
実
行
可
能
な
理
解
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
。

例
え
ば
、
偽
情
報
に
よ
っ
て
利
益
を
得
て
い
る
の
は
発
信
者
や

Ｐ
Ｆ
事
業
者
だ
け
で
な
く
、
ア
ド
テ
ク
企
業
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン

サ
ー
、
そ
し
て
著
名
な
ブ
ラ
ン
ド
な
ど
、
多
く
の
ア
ク
タ
ー
が

何
ら
か
の
形
で
偽
情
報
か
ら
利
益
を
得
る
構
造
（the 

m
arketplace for m

isinform
ation

）
が
あ
る
。
ま
た
Ｐ
Ｆ
上

で
の
滞
在
時
間
と
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
最
大
化
を
目
指
し
た

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
指
標
が
偽
情
報
の
発
信
と
拡
散
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
お
り
、
偽
情
報
に
対
処
す
る
た
め
の
コ
ン
テ
ン
ツ
・

モ
デ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
デ
マ
ネ
タ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
措
置
に
も
抜
け

穴
が
あ
る
。
加
え
て
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
民
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
を

い
か
に
進
め
る
べ
き
か
に
関
す
る
研
究
も
ま
た
必
要
と
な
る
。

こ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
さ
ら
な
る
研
究
を
進
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
課
題
に
お
け
る
適
切
な
政
策
立
案
が

可
能
に
な
る
の
で
あ
る）

27
（

。

　

ま
た
人
間
と
Ａ
Ｉ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
環
境
と
な
っ
て
い
る

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
例
え
ば
「
フ
ィ
ル
タ
ー
バ
ブ

ル
」
を
促
進
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
一
方）

28
（

、
分
極
化
へ
の

影
響
力
は
、
当
初
の
想
定
よ
り
は
緩
や
か
な
可
能
性
も
指
摘）

29
（

さ

れ
て
お
り
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
影
響
力
に
つ
い
て
は
よ
り
長
期

的
な
視
点
が
必
要
と
な
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
重
要
な
の
は
、
偽

情
報
の
発
信
に
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
、
さ
ら
に
人

間
と
Ａ
Ｉ
が
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
に
絡
み
合
う
こ
と
で
自
身
の
選
好

に
捉
わ
れ
が
ち
な
環
境
に
対
し
て
、「
民
主
主
義
社
会
に
お
け

る
思
想
及
び
情
報
の
自
由
な
伝
達
、
交
流
の
確
保
と
い
う
基
本

的
原
理
」
の
た
め
に
必
要
と
な
る
「
各
人
が
、
自
由
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
意
見
、
知
識
、
情
報
に
接
し
、
こ
れ
を
摂
取
す
る
機

会
」
を
い
か
に
確
保
す
る
の
か
、
そ
う
し
た
民
主
主
義
ひ
い
て

は
表
現
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
の
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境
の
デ
ザ

イ
ン
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う）

30
（

。

5
．
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境
デ
ザ
イ
ン
の
二
つ
の
方
向
性

　

こ
う
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境
の
（
憲
法
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
）

デ
ザ
イ
ン
と
い
う
観
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
偽
情
報
へ
の
対

応
に
は
二
つ
の
方
向
性
が
あ
り
得
る
。

　

一
つ
は
、
偽
情
報
を
は
じ
め
と
す
る
違
法
・
有
害
情
報
の
流

通
抑
制
と
ユ
ー
ザ
ー
の
表
現
の
自
由
の
バ
ラ
ン
ス
を
構
築
す
る

た
め
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
求
め
ら
れ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ

ル
の
構
築
で
あ
ろ
う
。
特
に
前
述
の
よ
う
に
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境

で
非
常
に
強
力
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
統
治
者
と
し
て
の
立
ち
位
置
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を
占
め
る
巨
大
Ｐ
Ｆ
事
業
者
を
ど
の
よ
う
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
す
べ

き
か
、
と
い
う
点
は
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

ボ
ワ
ー
ズ
と
ジ
ッ
ト
レ
イ
ン
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
が
、
草
創
期
の
権
利
ベ
ー
ス
の
時
代
か
ら
公
衆
衛
生
モ

デ
ル
の
時
代
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち

現
代
の
偽
情
報
の
問
題
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
お
け
る
偽
情
報
の
投
稿

一
つ
が
単
独
で
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
ら
有
害
な
行
動
の
慢
性
的
パ
タ
ー
ン
の
蓄
積
や
組
織
的
行
動

に
よ
っ
て
生
じ
る
「
遅
効
性
の
害
悪
（slow
 poisoning

）」
に

あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
害
悪
へ
の
対
処
も
、「
集
合
的

な
影
響
を
モ
デ
ル
化
し
、
対
処
す
る
」
た
め
の
「
公
衆
衛
生
」

モ
デ
ル
へ
と
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ボ

ワ
ー
ズ
ら
は
、
偽
情
報
の
時
代
に
お
い
て
は
、
関
係
す
る
諸
企

業
に
「
権
利
と
公
衆
衛
生
上
の
利
益
を
首
尾
一
貫
し
て
バ
ラ
ン

シ
ン
グ
す
る
責
任
を
負
わ
せ
る
」
た
め
に
、
よ
り
説
明
責
任
を

重
視
し
た
「
プ
ロ
セ
ス
」
モ
デ
ル
へ
転
換
す
べ
き
で
あ
る
と
提

唱
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
コ
ン

テ
ン
ツ
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
新
た
な
義
務
を
課
す
解
決
策
と
、

コ
ン
テ
ン
ツ
ガ
バ
ナ
ン
ス
プ
ロ
セ
ス
の
重
要
な
側
面
を
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
自
体
の
外
に
委
ね
る
解
決
策
の
両
方
を
考
慮
す
る

必
要
」
が
あ
る
と
い
う）

31
（

。
こ
の
よ
う
に
偽
情
報
に
対
す
る
課
題

を
捉
え
る
と
、
必
要
と
な
る
の
は
、
従
来
の
「
表
現
規
制
」
対

「（
個
人
の
）
表
現
の
自
由
」
と
い
う
権
利
を
中
心
に
し
た
対
応

よ
り
も
、
む
し
ろ
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境
の
構
造
に
対
す
る
デ
ザ
イ

ン
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
を
ベ
ー
ス
に
し
た
対
応
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
の
も
と
で
は
、
適
切
な
リ
ス

ク
ベ
ー
ス
に
基
づ
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
推
奨
さ
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
共
通
す
る
リ
ス
ク
評
価
指
標
を
設
計
し
て
議
論
す
る
こ

と
で
、「
潜
在
的
な
被
害
の
重
大
性
と
発
生
可
能
性
に
基
づ
い

て
リ
ソ
ー
ス
と
介
入
を
優
先
順
位
付
け
し
、
党
派
に
関
係
な
く

普
遍
的
な
負
の
結
果
に
焦
点
を
当
て
た
議
論
を
行
う
」
こ
と
が

可
能
と
な
る
。
ま
た
「
継
続
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
評
価
を
可

能
に
し
、
リ
ス
ク
軽
減
策
の
継
続
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
評
価

の
仕
組
み
を
確
立
す
る
」
こ
と
で
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
説
明
責
任

と
透
明
性
確
保
を
進
展
さ
せ）

32
（

、
藁
人
形
論
法
や
水
掛
け
論
を
減

ら
し
、
よ
り
建
設
的
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を

構
築
す
る
こ
と
に
繫
が
り
得
る
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
リ
ス

ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
一
環
と
し
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
・
モ
デ
レ

ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
「
質
」
を
評
価
す
る
た
め
の
メ
ト
リ

ク
ス
の
開
発
、
特
に
コ
ン
テ
ン
ツ
・
モ
デ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
自
動

化
が
進
む
な
か
で
の
エ
ラ
ー
率
の
活
用
は
（
課
題
も
あ
る
が
）
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必
要
か
つ
急
務
で
あ
ろ
う）

33
（

。

　

第
二
に
、
偽
情
報
の
削
減
・
抑
制
の
み
な
ら
ず
、
信
頼
で
き

る
情
報
の
生
成
を
持
続
可
能
に
し
、
こ
れ
ら
に
ユ
ー
ザ
ー
が
容

易
に
ア
ク
セ
ス
し
う
る
環
境
及
び
エ
コ
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る

と
い
う
方
向
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
偽
情
報
か
ら
様
々
な
形
態
で

利
益
を
享
受
す
る
エ
コ
シ
ス
テ
ム
と
市
場
を
ど
の
よ
う
に
修
正

す
る
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
真
っ
先
に
検
討
さ
れ
る
の
は
、

コ
ス
ト
を
か
け
て
コ
ン
テ
ン
ツ
の
質
の
担
保
を
行
う
報
道
機
関

へ
の
適
正
な
対
価
配
分
を
確
保
す
る
た
め
の
競
争
政
策
で
あ
ろ

う）
34
（

。
た
だ
し
重
要
と
な
る
の
は
、
こ
こ
で
い
う
コ
ン
テ
ン
ツ
の

「
質
」
を
ど
の
よ
う
に
測
定
す
る
か
で
あ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
エ

ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
指
標
が
、
情
報
内
容
の
正
確
性
や
公
共
性

を
考
慮
せ
ず
に
「
刺
激
」
を
重
視
す
る
状
況
を
拡
大
さ
せ
て
い

る
以
上
、
こ
れ
と
は
異
な
る
視
点
で
の
価
値
指
標
の
開
発
と
実

装
が
必
要
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
国
境
な
き
記
者
団
が
開
発
し

て
い
るJournalism
 T

rust Initiative

）
35
（

は
、
メ
デ
ィ
ア
組
織

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
透
明
性
を
自
己
評
価
さ
せ
、
第
三
者
認
証
す

る
野
心
的
な
試
み
で
あ
る
。
こ
の
取
り
組
み
に
お
い
て
は
、
コ

ン
テ
ン
ツ
の
質
の
担
保
を
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
生
産
者
（
パ
ブ
リ

ッ
シ
ャ
ー
）
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
透
明
性
に
求
め
る
の
で
あ
る）

36
（

。

　

こ
う
し
た
指
標
の
開
発
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
上
に
お

け
る
質
の
高
い
（
と
推
定
さ
れ
た
）
コ
ン
テ
ン
ツ
の
優
先
表
示
、

す
な
わ
ち
「
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
」
を
可
能
と
す
る
た
め
の
必
要
条

件
と
な
る）

37
（

。
ま
た
そ
れ
と
は
逆
に
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
る
コ
ン

テ
ン
ツ
・
モ
デ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
例
外
的
措
置
に
際
し
て
の
識
別

指
標
と
し
て
も
機
能
し
う
る）

38
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
こ
う
し

た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境
で
実
現
し
て
い
く
た
め
に

は
、
現
在
の
複
雑
化
し
た
デ
ジ
タ
ル
広
告
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
透

明
性
を
確
保
し
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
を
は
じ
め
、
関
与
す
る
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
（
広
告
主
、
広
告
代
理
店
等
）
の
機
能
に
応
じ
た

適
切
な
役
割
分
担
を
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る）

39
（

。

　

最
後
に
、
い
ず
れ
の
方
向
性
に
お
い
て
も
、
そ
の
実
効
性
を

確
保
す
る
た
め
に
、
法
規
制
も
視
野
に
入
れ
た
政
府
に
よ
る
一

定
程
度
の
関
与
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
た
だ
し
そ
の
際
に
は
、

政
府
に
よ
る
濫
用
リ
ス
ク
を
招
く
新
た
な
コ
ン
テ
ン
ツ
規
制
や

個
別
の
コ
ン
テ
ン
ツ
・
モ
デ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
介
入
は
必
要
最

小
限
度
に
と
ど
め
た
う
え
で
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
自
社
の
空
間
管

理
の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
及
び
ク
オ
リ
テ
ィ
の
維
持
・
向
上
を
促
す

た
め
に
、（
第
三
者
に
よ
る
関
与
を
通
じ
て
）
説
明
責
任
を
課
し
、

透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
の
施
策
に
注
力
す
る
こ
と
が
肝
要
と

な
ろ
う
。

　

特
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
政
策
の
実
効
性
を
担
保
す
る
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手
法
と
し
て
、
単
な
る
自
主
規
制
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
共
同
規

制
モ
デ
ル
が
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い）

40
（

。
さ
ら
に
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
単
に
企
業
と
国
家
の
関

係
の
み
で
捉
え
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
く
、
国
家
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、

企
業
群
と
い
っ
た
個
々
の
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
規
制
が
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
国
家
と
企
業
、
企
業
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が

協
働
し
て
、（
自
主
規
制
を
含
め
た
）
規
制
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
場

合
も
あ
る
た
め
、
そ
う
し
た
観
点
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ

ろ
う）

41
（

。
ま
た
こ
う
し
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を

取
り
巻
く
諸
ア
ク
タ
ー
の
関
係
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

「
国
民
の
知
る
権
利）

42
（

」
の
充
実
と
い
う
機
能
の
一
環
と
し
て
、

Ｐ
Ｆ
事
業
者
を
「
外
部
」
か
ら
監
視
す
る
こ
と
で
そ
の
説
明
責

任
を
高
め
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
通
称
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
ビ

ー
ト）

43
（

」
と
呼
ば
れ
る
デ
ジ
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
新
領
域

も
注
目
さ
れ
る
。

　

本
稿
が
取
り
扱
っ
た
偽
情
報
の
課
題
は
、
現
代
の
メ
デ
ィ
ア

環
境
が
孕
む
い
く
つ
か
の
課
題
の
う
ち
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。

本
稿
が
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
通
り
、
む
し
ろ
肝
心
な
の
は
、

民
主
主
義
や
表
現
の
自
由
を
実
現
す
る
た
め
の
オ
ン
ラ
イ
ン
環

境
の
信
頼
性
を
い
か
に
し
て
確
保
し
て
い
く
か
、
そ
の
た
め
に

必
要
な
エ
コ
シ
ス
テ
ム
・
制
度
・
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
デ
ザ
イ

ン
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
っ
た
問
い
で
あ
る
。
憲
法
及
び

メ
デ
ィ
ア
法
と
い
う
領
域
は
、
他
の
分
野
（
行
動
経
済
学
、
メ

デ
ィ
ア
研
究
、
計
算
社
会
科
学
等
）
と
共
に
、
こ
の
問
い
に
答
え

る
た
め
の
一
翼
を
間
違
い
な
く
担
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ラ

ジ
オ
・
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
発
展
と
放
送
制
度
の
関
係
性
を
例
に

と
る
ま
で
も
な
く
、
情
報
技
術
の
発
展
は
、
そ
れ
を
規
律
す
る

法
制
度
と
共
に
歩
ん
で
き
た
か
ら
で
あ
る）

44
（

。
本
稿
も
ま
た
、
こ

う
し
た
メ
デ
ィ
ア
を
取
り
巻
く
古
く
て
新
し
い
問
い
を
検
討
す

る
う
え
で
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

〔
付
記
〕　

二
〇
二
四
年
六
月
二
九
日
（
土
）
に
慶
應
義
塾
大
学
三
田
キ

ャ
ン
パ
ス
東
館
八
階
ホ
ー
ル
に
於
い
て
開
催
さ
れ
た
慶
應
法
学
会
二

〇
二
四
年
度
研
究
大
会
に
お
け
る
報
告
内
容
を
も
と
に
大
幅
な
加
筆

修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
は
会
場
か
ら
の
質
疑
応
答
で
鋭

い
ご
指
摘
を
い
く
つ
も
頂
戴
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
た
い
。
ま
た
本
稿
の
基
に
な
っ
た
報
告
及
び
本
稿
は
、

JSPS

科
研
費22K

13287

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）　See, Rachel Griffi

n, Codes of Conduct in the D
igital 

Services A
ct, T

echnology and Regulation, 167-187, 174

（2024
）.

（
2
）　See, C

orinne T
an, R

egulating disinform
ation on 
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T

w
itter and Facebook, Griffi

th Law
 Review

, 31:4, 513-536, 
516-517 （2022

）.

（
3
）　K

ohls v. Bonta, 2024 W
L 4374134 

（E.D
. Cal. O

ct. 2, 
2024

）.
（
4
）　Singapore statutes online, Protection from

 O
nline 

Falsehoods and M
anipulation A

ct 2019, 

〈https://sso.agc.
gov.sg/A

ct/PO
FM

A
2019

〉（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
二
〇
二
四
年
一

二
月
一
四
日
、
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
す
べ
て
同
じ
）.

（
5
）　T

an, supra note 2, at 519.

（
6
）　See, Jothie Rajah, N

orm
alising A

uthoritarianism
: 

A
uthoritarian R

ule of Law
, in T

he Palgrave H
andbook of 

Political N
orm

s in Southeast A
sia, 67  

（Gabriel Facal, Elsa 
Lafaye de M

icheaux, A
strid N

orén-N
ilsson ed., 2024

）.

（
7
）　

最
大
判
昭
和
四
四
年
六
月
二
五
日
刑
集
第
二
三
巻
七
号
九
七
五

頁
。

（
8
）　

最
大
判
昭
和
六
一
年
六
月
一
一
日
民
集
第
四
〇
巻
四
号
八
七
二

頁
・
谷
口
裁
判
官
意
見
。

（
9
）　

コ
ン
テ
ン
ツ
・
モ
デ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
組
み
と
Ａ
Ｉ
の
関
与
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
「
Ａ
Ｉ
×
メ
デ
ィ
ア
×
立
憲
主
義
」
メ
デ
ィ
ア
研

究
一
〇
五
号
（
二
〇
二
四
年
）
五
三
―
六
九
頁
を
参
照
。

（
10
）　M

eta T
ransparency Center

「Facebook

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

規
定
：
偽
情
報
」〈https://transparency.m

eta.com
/ja-jp/

policies/com
m

unity-standards/m
isinform

ation/

〉.

な
お
本

稿
で
引
用
し
て
い
る
各
Ｐ
Ｆ
の
ル
ー
ル
内
容
は
、
い
ず
れ
も
二
〇
二

四
年
一
二
月
時
点
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
11
）　

Ｘ
ヘ
ル
プ
セ
ン
タ
ー
「
市
民
活
動
の
阻
害
に
関
す
る
ポ
リ
シ

ー
」〈https://help.x.com

/ja/rules-and-policies/election-
integrity-policy

〉;

Ｘ
ヘ
ル
プ
セ
ン
タ
ー
「
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
―

19
に
つ

い
て
誤
解
を
招
く
情
報
に
関
す
る
ポ
リ
シ
ー
」〈https://help.

x.com
/ja/rules-and-policies/m

edical-m
isinform

ation-
policy

〉.

（
12
）　

Ｘ
ヘ
ル
プ
セ
ン
タ
ー
「
信
頼
性
」〈https://help.x.com

/ja/
rules-and-policies/authenticity

〉.

（
13
）　

Ｘ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ノ
ー
ト
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ノ

ー
ト
ガ
イ
ド
：
概
要
」〈https://com

m
unitynotes.x.com

/
guide/ja/about/introduction

〉.

（
14
）　Y

ouT
ube

ヘ
ル
プ
セ
ン
タ
ー
「Y

ouT
ube

の
ポ
リ
シ
ー
：
選

挙
の
誤
っ
た
情
報
に
関
す
る
ポ
リ
シ
ー
」〈https://support.

google.com
/youtube/answ

er/10835034?hl=ja&
ref_topic=

10833358&
sjid=12556928393354164261-A

P

〉.

（
15
）　Y

ouT
ube

ヘ
ル
プ
セ
ン
タ
ー
「Y

ouT
ube

の
ポ
リ
シ
ー
：
医

学
的
に
誤
っ
た
情
報
に
関
す
る
ポ
リ
シ
ー
」〈https://support.

google.com
/youtube/answ

er/13813322?hl=ja&
ref_topic=

10833358&
sjid=12556928393354164261-A

P

〉.
（
16
）　Y

ouT
ube

ヘ
ル
プ
セ
ン
タ
ー
「Y

ouT
ube

の
ポ
リ
シ
ー
：
改

変
コ
ン
テ
ン
ツ
ま
た
は
合
成
コ
ン
テ
ン
ツ
の
使
用
に
関
す
る
開
示
」
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〈h
ttp

s:/
/

su
p

p
o

rt.g
o

o
g

le
.c

o
m

/
y

o
u

tu
b

e
/

answ
er/14328491?hl=

ja&
ref_topic=

9282435&
sj

id=12556928393354164261-A
P

〉.

（
17
）　T

ikT
ok

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
：

誠
実
性
と
信
頼
性
」〈https://w

w
w

.tiktok.com
/com

m
unity-

guidelines/ja/integrity-authenticity

〉.

（
18
）　T

ikT
ok

透
明
性
セ
ン
タ
ー
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
施
行
レ
ポ
ー
ト　

二
〇
二
四
年
一
月
～
三
月
」（
二
〇
二
四
年
六

月
二
六
日
）〈https://w

w
w

.tiktok.com
/transparency/ja-jp/

com
m

unity-guidelines-enforcem
ent-2024-1

〉.

（
19
）　R

obert G
orw

a, R
euben B

inns &
 C

hristian 
K

atzenbach, A
lgorithm

ic Content M
oderation: T

echnical 
and Political Challenges in the A

utom
ation of Platform

 
G

overnance , Big D
ata &

 Soc’y 7:1 （2020

）.

（
20
）　

水
嶋
一
憲
他
編
著
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
資
本
主
義
を
解
読
す

る
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
二
三
年
）
一
四
六
、
一
五
〇
頁
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
資
本
主
義
に
つ
い
て
は
、
ニ
ッ
ク
・
ス
ル
ネ
ッ

ク
（
大
橋
完
太
郎
・
居
村
匠
訳
）『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
資
本
主
義
』

（
文
書
院
、
二
〇
二
二
年
）
を
参
照
。

（
21
）　K

ate K
lonick, T

he N
ew

 G
overnors: T

he P
eople, 

R
ules, and Processes G

overning O
nline Speech, 131 H

arv. 
L. Rev. 1598 （2018

）.

（
22
）　D

avid K
aye, Report of the Special Rapporteur on the 

prom
otion and protection of the right to freedom

 of 
opinion and expression, U

N
 D

oc A
/H

RC/38/35, 18  June-
6  July 2018, p. 3; See also, M

olly K
. Land, T

he Problem
 of 

P
latform

 L
aw

: P
luralistic L

egal O
rdering on Social 

M
edia, in T

he O
xford H

andbook of G
lobal Legal 

Pluralism
,  975, 978-979 

（Paul Schiff Berm
an ed., 2020

）.

「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
法
」
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「『
プ 

ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
法
』
か
ら
見
た
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
対
策
」
メ
デ
ィ
ア
法

研
究
二
号
（
二
〇
二
四
年
）
一
三
三
―
一
五
八
頁
。

（
23
）　

イ
ー
ラ
イ
・
パ
リ
サ
ー
『
フ
ィ
ル
タ
ー
バ
ブ
ル　

イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
が
隠
し
て
い
る
こ
と
』（
早
川
書
房
、
二
〇
一
六
年
）。

（
24
）　

シ
ョ
シ
ャ
ナ
・
ズ
ボ
フ
（
野
中
香
方
子
訳
）『
監
視
資
本
主
義
』

（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
二
一
年
）。

（
25
）　

シ
ナ
ン
・
ア
ラ
ル
（
夏
目
大
訳
）『
デ
マ
の
影
響
力
―
―
な
ぜ

デ
マ
は
真
実
よ
り
も
速
く
、
広
く
、
力
強
く
伝
わ
る
の
か
？
』（
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
二
二
年
）
一
一
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
26
）　

山
本
龍
彦
『
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
ジ
レ
ン
マ
』

（
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
二
四
年
）
を
参
照
。

（
27
）　Carlos D

iaz Ruiz, D
isinform

ation on digital m
edia 

platform
s: A

 m
arket-shaping approach, N

ew
 M

edia &
 

Society, 0:0, 18-19 （2023

）.

（
28
）　Ro’ee Levy, Social M

edia, N
ew

s Consum
ption, and 

P
olarization: E

vidence from
 a Field E

xperim
ent, 
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A

m
erican Econom

ic Review
, 111:3, 831-70 （2021

）.

（
29
）　A

ndrew
 M

. Guess et al, H
ow

 do social m
edia feed 

algorithm
s affect attitudes and behavior in an election 

cam
paign? , Science, 381, 398-404 

（2023

）;

た
だ
し
、
近
時
に

な
っ
て
こ
の
論
文
の
基
に
な
っ
た
実
験
期
間
中
に
、M

eta

社
が
緊

急
措
置
と
し
て
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
変
更
し
て
い
た
こ
と
がeLetter

に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
30
）　

最
大
判
昭
和
五
八
年
六
月
二
二
日
民
集
三
七
巻
五
号
七
九
三
頁
。

こ
の
考
え
方
は
、
か
ね
て
よ
り
筆
者
が
提
案
し
て
き
た
メ
デ
ィ
ア
環

境
に
対
す
る
「
構
造
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
基
に
し
て
い
る
。
拙
稿

「『
表
現
の
自
由
』
の
現
代
的
な
『
カ
タ
チ
』：
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス

問
題
を
切
り
口
に
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二

三
―
三
〇
頁
。

（
31
）　John B

ow
ers, Jonathan Z

ittrain, A
nsw

ering 
im

possible questions: C
ontent governance in age of 

disinform
ation,  H

arvard K
ennedy School 

（H
K

S

） 
M

isinform
ation Review

, 1:1, 2-5 （2020

）.

（
32
）　Belfer Center and Shorenstein Center, D

em
ocracy 

and Internet G
overnance Initiative: T

ow
ards D

igital 
Platform

s and Public Purpose,  25-26 

（2023

） 〈https://
shorensteincenter.org/w

p-content/uploads/2023/07/
D

IGI-Final-Report_July5_2023.pdf

〉.

（
33
）　See, H

arsha Bhatlapenum
arthy, Jam

es Gresham
, 

M
etrics for C

ontent M
oderation, T

rust &
 Safety 

Professional A
ssociation, 

〈https://w
w

w
.tspa.org/

curriculum
/ts-fundam

entals/content-m
oderation-and-

operations/m
etrics-for-content-m

oderation/

〉. See also, 
Sebastian Felix Schw

em
er, D

ecision Q
uality and E

rrors 
in Content M

oderation,  IIC 55, 139-156 （2024

）.

（
34
）　

例
え
ば
和
久
井
理
子
「
報
道
機
関
と
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
：
独
占
禁
止
法
・
公
正
取
引
委
員
会
の
役
割
と
限
界
、
今
後
の

展
開
」
法
律
時
報
九
六
巻
五
号
（
二
〇
二
四
年
）
四
五
―
五
〇
頁
、

木
下
昌
彦
「
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
憲
法

理
論
」
情
報
法
制
研
究
九
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
六
―
三
三
頁
を
参

照
。

（
35
）　Journalism

 T
rust Initiative W

ebsite, 

〈https://w
w

w
.

journalism
trustinitiative.org/

〉.

（
36
）　

こ
れ
以
外
に
も
、C2PA

、N
ew

s Gaurd

、GD
I

、T
he 

T
rust Project

、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
・
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
と
い
っ
た

手
法
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）　

拙
稿
「
メ
デ
ィ
ア
環
境
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
の
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
・

ル
ー
ル
」N

extcom

二
〇
二
三
年
五
六
号
、
三
〇
―
三
七
頁
、
ま

た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
制
度
等
検
討
委
員
会
次
世
代
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
関
す
る
専

門
小
委
員
会
「
次
世
代
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
関
す
る
論
点
と
り
ま
と
め
（
第
二

次
）
報
告
書
」（
二
〇
二
三
年
）
を
参
照
。See, K

onrad Bleyer-
Sim

on, E
lda B

rogi, E
nhancing content reliability by 
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prom
inence: indicators for trustw

orthy online sources, 

［C
entre for M

edia Pluralism
 and M

edia F
reedom

 
（C

M
PF

）］, E
uropean D

igital M
edia O

bservatory 
（ED

M
O

）, （2021

）.

（
38
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
欧
州
メ
デ
ィ
ア
自
由
法
一
八
条
及
び
リ

サ
イ
タ
ル
五
三
を
参
照
。

（
39
）　

な
お
今
般
、
開
催
さ
れ
た
総
務
省
の
「
デ
ジ
タ
ル
空
間
に
お
け

る
情
報
流
通
の
諸
課
題
へ
の
対
処
に
関
す
る
検
討
会
」
に
は
「
デ
ジ

タ
ル
広
告
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
同
Ｗ
Ｇ

に
は
筆
者
も
参
加
し
て
い
る
が
、「
質
の
高
い
デ
ジ
タ
ル
広
告
の
流

通
に
向
け
た
諸
課
題
へ
の
対
処
の
在
り
方
」、「
質
の
高
い
オ
ン
ラ
イ

ン
メ
デ
ィ
ア
へ
の
広
告
配
信
に
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